
 

瀬戸 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者 指定に関する基準を定 る条例をここに公 する  

  成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也 

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防

サービス事業者 指定に関する基準を定 る条例 

趣旨  

第 条 こ 条例 介護保険法 成 法律第 号 以下 法

いう 第 条 第 項並びに同条第 項第 号及び第 条

第 項第 号 規定に基づき 指定地域密着型サービス事業者及

び指定地域密着型介護予防サービス事業者 指定に関する基準を定

る する  

指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス

事業者 指定に関する基準  

第 条 法第 条 第 項 条例 定 る数 人 する  

第 条 法第 条 第 項第 号及び第 条 第 項第 号

条例 定 る者 法人 する  

附 則 

こ 条例 成 月 日から施行する  


